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規模の大小を問わず、多くの企業のお客様が、弊所を顧問弁護士事務所としてご依頼くださっています。契約書や社内規則の作成・修正、コンプライアンスに関するご相談、訴訟、

紛争対応など、ご遠慮なく、info＠imazulaw.com 又は代表電話（☎03-5224-3235）へご連絡頂ければ幸いです。発行日: 令和６年７月２６日 発行元: 弁護士法人今津法律事務所  所在

地:東京都千代田区大手町 1-6-1 大手町ビル 8 階 当レターがご不要である方は、大変お忙しいところ恐れ入りますが、info＠imazulaw.com へご連絡頂ければと存じます。 

 

い
る
内
容
に
法
的
拘
束
力
が
な
い
と
い
う

場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
当
該
書
面
の
表
題

に
よ
っ
て
法
的
拘
束
力
の
有
無
が
定
ま
る

と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

Ｑ 

契
約
当
事
者
で
は
な
い
第
三
者
に
対

し
て
、
契
約
の
効
力
は
及
び
ま
す
か
？ 

Ａ 

契
約
が
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
の

は
、
当
事
者
の
合
意
が
根
拠
で
あ
る
た

め
、
契
約
当
事
者
で
は
な
い
第
三
者
に
対

し
て
、
契
約
の
効
力
は
及
び
ま
せ
ん
。 

な
お
、
契
約
の
一
方
当
事
者
の
立
場
を

承
継
し
た
（
契
約
上
の
地
位
の
移
転
、
合

併
、
吸
収
分
割
、
相
続
な
ど
）
者
に
対
し

て
は
、
契
約
の
効
力
が
及
び
ま
す
。 

 

Ｑ 

電
子
契
約
は
印
紙
税
の
課
税
対
象
と

な
り
ま
す
か
？ 

Ａ 

印
紙
税
の
課
税
対
象
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
印
紙
税
の
課
税
対
象
は
、
所
定
の

「
文
書
」
で
あ
る
と
こ
ろ
、
電
子
フ
ァ
イ

ル
な
ど
の
電
磁
的
記
録
は
「
文
書
」
で
は

な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
た
め
で
す
。 

  

 

契
約
書
に
関
し
て
、
時
々
い
た
だ
く
こ

と
が
あ
る
ご
質
問
に
つ
い
て
、
Ｑ
＆
Ａ
形

式
で
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

Ｑ 

口
約
束
で
も
契
約
に
な
り
ま
す
か
？ 

Ａ 

保
証
契
約
な
ど
一
部
の
例
外
を
除

き
、
口
頭
で
も
契
約
は
成
立
し
ま
す
。 

も
っ
と
も
、
口
約
束
の
場
合
、
言
っ
た

言
わ
な
い
の
争
い
に
な
る
こ
と
も
し
ば
し

ば
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
訴
訟
等
に
お

い
て
は
、
契
約
の
存
在
を
主
張
す
る
側

が
、
そ
の
こ
と
を
証
拠
に
よ
っ
て
立
証
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
口
約
束
を
立
証
す
る

こ
と
は
、
録
音
な
ど
が
存
在
す
る
場
合
を

除
き
、
困
難
で
あ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。 

そ
の
た
め
、
合
意
内
容
の
重
要
性
の
程

度
に
も
よ
り
ま
す
が
、
原
則
と
し
て
、
口

約
束
で
は
な
く
、
契
約
書
な
ど
の
書
面
等

で
合
意
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。 

 

Ｑ 

「
実
際
の
契
約
内
容
は
契
約
書
の
内

容
と
は
異
な
る
」
と
い
う
主
張
は
、
裁
判

所
で
認
め
ら
れ
ま
す
か
？ 

Ａ 
相
手
方
も
実
際
の
契
約
内
容
に
つ

い
て
同
様
に
認
識
し
て
お
り
、
当
事
者

間
で
争
い
が
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所

も
、
通
常
は
、
そ
の
争
い
の
な
い
内
容

が
契
約
内
容
で
あ
る
と
判
断
し
ま
す
。 

 

他
方
で
、
相
手
方
が
契
約
内
容
は
契

約
書
の
と
お
り
で
あ
る
と
主
張
し
て
い

る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
そ
れ
を
覆

す
明
確
な
証
拠
な
ど
が
な
い
限
り
は
、

通
常
、
契
約
書
の
内
容
が
契
約
内
容
で

あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。 

 

そ
の
た
め
、
「
実
際
の
契
約
内
容
は

契
約
書
の
内
容
と
は
異
な
る
」
と
い
う

主
張
は
、
裁
判
所
で
は
ほ
と
ん
ど
通
用

し
な
い
と
い
う
認
識
の
下
で
、
契
約
書

を
作
成
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。 

 

Ｑ 

「
契
約
書
」
「
合
意
書
」
「
覚

書
」
な
ど
の
表
題
に
よ
っ
て
、
効
力
に

違
い
は
あ
り
ま
す
か
？ 

Ａ 

効
力
に
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

な
お
、
一
般
に
、
当
該
書
面
の
本
文

の
記
載
内
容
次
第
で
は
、
記
載
さ
れ
て

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー 

弁
護
士
法
人

今
津
法
律
事
務
所 

 

近
時
実
施
済
み
・実
施
予
定
の
制
度
改
正 

近
時
の
実
施
済
み
・
実
施
予
定
の
制
度

改
正
の
中
か
ら
、
多
く
の
企
業
様
・
個
人

の
方
々
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の

を
、
ま
と
め
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

 

◆
労
働
条
件
明
示
の
ル
ー
ル
の
変
更
（
本

年
４
月
１
日
～
） 

 

雇
用
契
約
を
締
結
す
る
際
、
使
用
者

は
、
法
令
上
、
労
働
条
件
の
う
ち
所
定
の

事
項
を
労
働
者
に
対
し
て
明
示
す
る
必
要

が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
労
働
条
件
通
知
書

の
交
付
な
ど
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

 

本
年
４
月
か
ら
、
明
示
す
べ
き
労
働
条

件
と
し
て
、
①
就
業
場
所
の
変
更
の
範

囲
・
業
務
内
容
の
変
更
の
範
囲
、
②
更
新

上
限
、
③
無
期
転
換
を
申
し
込
む
こ
と
が

で
き
る
旨
、
④
無
期
転
換
後
の
労
働
条
件

が
加
わ
り
ま
し
た
。
①
は
全
て
の
雇
用
契

約
が
対
象
で
、
②
③
④
は
有
期
雇
用
契
約

の
み
が
対
象
（
③
④
は
無
期
転
換
申
込
権

が
発
生
す
る
更
新
の
み
が
対
象
）
で
す
。 

 

①
変
更
の
範
囲
が
明
示
す
べ
き
事
項
に

加
わ
っ
た
の
は
、
勤
務
地
等
が
限
定
さ
れ

た
、
い
わ
ゆ
る
限
定
正
社
員
の
存
在
を
念

頭
に
置
い
た
も
の
で
す
。 

 

本
年
４
月
以
降
、
新
た
に
雇
用
契
約
を

締
結
（
有
期
雇
用
契
約
の
更
新
を
含
み
ま

す
。
）
す
る
際
に
は
、
改
正
に
対
応

し
た
様
式
の
労
働
条
件
通
知
書
な
ど

を
使
用
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

◆
不
動
産
の
相
続
登
記
の
義
務
化
（
本

年
４
月
１
日
～
） 

所
有
者
不
明
土
地
発
生
の
予
防
の

た
め
、
本
年
４
月
か
ら
、
不
動
産
の

相
続
登
記
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。 

相
続
人
は
、
不
動
産
の
相
続
を

知
っ
た
日
か
ら
３
年
以
内
に
、
法
務

局
へ
相
続
登
記
を
申
請
す
る
こ
と
が

必
要
と
な
り
ま
し
た
。
正
当
な
理
由

が
な
く
相
続
登
記
が
な
さ
れ
な
い
場

合
、
１
０
万
円
以
下
の
過
料
が
科
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
相
続
登
記
が
未
了
で
あ
れ

ば
、
本
年
４
月
よ
り
前
に
相
続
さ
れ

た
も
の
も
義
務
化
の
対
象
で
あ
り
、

２
０
２
７
年
３
月
３
１
日
ま
で
に
相

続
登
記
を
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。 

な
お
、
相
続
登
記
の
義
務
化
に
と

も
な
い
、
相
続
人
申
告
登
記
（
取
り

急
ぎ
、
自
ら
が
相
続
人
の
一
人
で
あ

る
旨
の
登
記
を
単
独
で
申
請
で
き
る

制
度
）
も
創
設
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

時
事
ニ
ュ
ー
ス
～
今
通
常
国
会
で
成
立
し
た
法
律
・
法
改
正
～ 

 

令
和
６
年
通
常
国
会
は
６
月
２
３
日
に
閉
会
し
ま
し
た
が
、
改
正
政
治
資
金
規
正
法
の
他
に
も
、
次
の
よ
う

な
法
律
・
法
改
正
な
ど
が
成
立
し
て
お
り
、
今
後
、
順
次
、
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

 

す
な
わ
ち
、
①
改
正
育
児
・
介
護
休
業
法
（
所
定
外
労
働
の
制
限
の
対
象
拡
大
、
子
の
看
護
休
暇
の
取
得
対

象
・
取
得
事
由
の
拡
大
、
柔
軟
な
働
き
方
を
実
現
す
る
た
め
の
措
置
義
務
な
ど
）
、
②
改
正
雇
用
保
険
法
（
雇

用
保
険
の
適
用
対
象
の
拡
大
な
ど
）
、
③
改
正
民
法
等
（
離
婚
後
の
共
同
親
権
を
選
択
可
能
な
ど
）
、
④
改
正

出
入
国
管
理
法
等
（
技
能
実
習
制
度
の
廃
止
、
育
成
就
労
制
度
の
創
設
な
ど
）
、
⑤
事
業
性
融
資
の
推
進
等
に

関
す
る
法
律
（
企
業
価
値
担
保
権
の
創
設
）
、
⑥
重
要
経
済
安
保
情
報
保
護
活
用
法
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ク
リ

ア
ラ
ン
ス
制
度
の
創
設
）
、
⑦
こ
ど
も
性
暴
力
防
止
法
（
日
本
版
Ｄ
Ｂ
Ｓ
の
導
入
）
な
ど
が
成
立
し
ま
し
た
。 

平
素
よ
り
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
今
年
１
回
目
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
を
お
届
け
致
し

ま
す
。
ご
興
味
の
あ
る
所
だ
け
、
ご
笑
覧
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

弁
護
士  

今
津  

泰
輝 

◆
代
表
取
締
役
等
住
所
非
表
示
措
置
の
創

設
（
本
年
１
０
月
１
日
～
） 

 

株
式
会
社
の
法
人
登
記
に
お
い
て

は
、
代
表
取
締
役
の
住
所
が
登
記
事
項

と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
登
記
事
項
証

明
書
や
登
記
情
報
を
取
得
す
れ
ば
、
原

則
と
し
て
誰
で
も
、
代
表
取
締
役
個
人

の
住
所
を
知
る
こ
と
が
可
能
で
す
。 

 

そ
こ
で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観

点
か
ら
、
非
表
示
措
置
を
希
望
す
る
旨

の
申
出
に
よ
っ
て
、
登
記
事
項
証
明
書

や
登
記
情
報
に
お
い
て
、
代
表
取
締
役

の
住
所
を
非
表
示
と
で
き
る
制
度
が
、

本
年
１
０
月
か
ら
開
始
さ
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
次
の
点
に
留
意
が
必
要
で
す
。 

・
代
表
取
締
役
の
住
所
に
関
す
る
登
記

申
請
が
発
生
す
る
場
合
（
代
表
取
締
役

の
就
任
・
住
所
変
更
等
）
に
限
り
申
し

出
る
こ
と
が
で
き
、
当
該
登
記
申
請
と

同
時
に
申
し
出
る
こ
と
が
必
要
で
す
。 

・
非
表
示
と
な
る
の
は
、
当
該
登
記
申

請
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
る
住
所
に
限
ら

れ
、
過
去
に
記
録
さ
れ
た
記
載
に
つ
い

て
は
非
表
示
と
は
な
り
ま
せ
ん
。 

・
非
表
示
と
な
っ
た
場
合
も
、
住
所
に

つ
い
て
最
小
行
政
区
画
（
例
：
東
京
都

千
代
田
区
）
ま
で
は
表
示
さ
れ
ま
す
。 

弁護士法人 

今津法律事務所 
IMAZU LAW OFFICES 

〒100-0004 

東京都千代田区 

大手町 1-6-1 

大手町ビル 8 階 

☎ 03– 5224- 3235 

info＠imazulaw.com 

契
約
書
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ 

 

本年５月、弊所のホームページを全面的

にリニューアルいたしました。より使いや

すいホームページを目指して、デザインと

ページの構成を見直し、ご相談のご予約や

お問い合わせは、メールフォームより簡単

に行っていただくことができるようになり

ました。また、スマートフォンやタブレッ

トでの表示に対応いたしましたので、デバ

イスを問わずにいつでもご覧いただけま

す。 

現在、日頃ご愛顧いただいている皆様に

向けて、当ホームページの会員サイトよ

り、弊所の各種セミナーをご視聴いただく

ことができるよう準備中です。詳細は改め

てご案内させていただきます。 

これまで以上に、皆様に有益な情報をお

伝えできるよう努めて参りますので、どう

ぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

セミナー動画配信予定のご案内 

ハラスメントに関連するセミナーを、

今後、動画配信させていただく予定で

す。詳細は個別にご案内いたしますの

で、ぜひお申込み頂けますと幸いです。 


